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告

示

○
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
九
号
（
国
土
調
査
基
準
点
測
量
成
果
の
写
の
閲
覧

に
関
す
る
規
程
）
の
一
部
改
正
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
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○
平
成
六
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
七
号
（
東
京
都
土
地
区
画
整
理
事
業
助
成
規
程
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一
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市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
�

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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○
深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
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定
め
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規
程
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一
部
を
改
正
す
る
規
程
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規

則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
八
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
変
更
」
を
「
減
免
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
部
２
の
項
⑶
を
削
り
、
同
部
３
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
措
置
入
院
患
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
員
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４

４
号
）
に
よ
る
保
護
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国

残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
３
０
号
）
に

よ
る
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
所
管
の
福
祉
事
務
所
長
の
証
明
に
よ
り
、
費
用
徴
収

を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
二
条

及
び
別
表
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
以
後
の
入
院
に
要
し
た
費
用
と
し
て
徴
収
す
る
分
か
ら

適
用
す
る
。

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
九
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
中
「氏
名

」
の
次
に
「、

旧
姓
等

」
を
加
え
る
。

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
中
「連
絡
先
電
話
番
号

」
を
「電

話
番
号

」
に
、
「失

そ
う

」
を
「失

踪

」
に
改

め
、
同
様
式

（注意事項）
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「

」
を

「

」
に
、
「連

絡
先
電
話
番

号

」
を
「電

話
番
号

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意事項）
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
八
号

国
土
調
査
基
準
点
測
量
成
果
の
写
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
告
示
第
二
百
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



令和3年3月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17302号） ４

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
紙
様
式
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
り
、
「日

本
工
業
規
格

」

を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
土
調

査
基
準
点
測
量
成
果
の
写
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
別
紙
様
式
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
九
号

東
京
都
土
地
区
画
整
理
事
業
助
成
規
程
（
平
成
六
年
東
京
都
告
示

第
三
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
第
一
項
中
「
（
東
京
都
無
電
柱
化
推
進
条
例
（
平
成
二
十

九
年
東
京
都
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
無
電

柱
化
を
い
う
。
）
」
を
「
（
電
線
を
地
下
に
埋
設
す
る
方
法
に
よ
り
、

電
柱
（
鉄
道
及
び
軌
道
の
電
柱
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
電
線

の
設
置
を
抑
制
し
、
又
は
当
該
電
柱
及
び
電
線
を
撤
去
す
る
こ
と
を

い
う
。
）
」
に
、
「
（
電
線
共
同
溝
」
を
「
の
う
ち
電
線
共
同
溝
」

に
、
「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
に
限

る
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
一
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通

局
規
程
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
深
川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
海
第
一
号

系
統
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
二
号

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
（
昭

和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
深
夜
第
２
号
折
返
系
統
の
項
中
「午

後
１１時

３０分

」
を
「午

後
１１時

３３分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜
第
３
号
系
統
の
項
中
「午

後
１１

時
１４分

」
を
「午

後
１１時

１５分

」
に
、
「午

後
１１時

１５分
」
を
「午

後
１１時

２０分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜
第
１０
号
甲
系
統
の
項
中
「午

後

１１時
８
分

」
を
「午

後
１１時

１１分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜
第
１０
号
乙

系
統
の
項
中
「午

後
１１時

３６分

」
を
「午

後
１１時

５１分

」
に
改
め
、

同
表
深
夜
第
１１
号
系
統
の
項
中
「午

後
１１時

００分

」
を
「午

後
１１時

１６分

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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